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総合約款2011.1.1 
（KLA-Tencor Corporationの 総合約款《日本用

2005年1月1日版》準拠） 
 
 

この「総合約款」は、ハードウェア、ソフトウ
ェア、サービス、その他の商品の一切の見積書、
注文書及び注文請書、並びにカリフォルニア州
95134 サンノゼリオ・ロブレス160 所在の
KLA-Tencor Corporation（以下「K-T」といいま
す）が、大阪市中央区南船場一丁目15番14号所在
の稲畑産業株式会社（以下「稲畑」という）を代
理店としてすべての調達者（以下「お客様」とい
います）に提供するハードウェア、ソフトウェア、
サービス、その他の商品の一切の販売、使用許諾
（ライセンシング）又は引渡しに適用されます。
適式に署名された書面において「稲畑」が、当該
条件に明示的且つ明白に同意しない限り、「稲畑」
は、「お客様」が提示するいかなる付加的又は異
なる条件（注文書、受諾書、注文請書、その他の
文書に記載され若しくはかかる文書中で言及さ
れているか、又は取引慣行若しくは過去における
取引過程によって設定される条件を含みますが、
これらに限りません）も、明示又は黙示にも受け
入れず、「稲畑」は、かかる一切の条件をここに
排除します。「お客様」が「稲畑」と取引基本契
約等を締結していた場合でも、「K-T」の製品の
取引については、この「総合約款」が取引基本契
約等に優先して適用されます。この「総合約款」
の受領後に又は当該取引がこの「総合約款」の適
用を受けることを知らされた後に商品を注文、受
領、受入れ若しくは使用し又は取引を遂行するこ
とによって、「お客様」は、この「総合約款」に
同意することになります。 
 
１. 定義 
「契約」とは、この「総合約款」への言及及び／
又はこの「総合約款」に添付されており若しくは
請求により「K-T」または「稲畑」から入手でき
る、個々の製品に固有の「K-T」または「稲畑」
規定の約款（例：ハードウェア販売約款若しくは
定額料金サービス約款）への言及によって成立す
る「稲畑」と「お客様」との間の契約をいいます。 
「機密情報」とは、「稲畑 側情報」、「お客様
側寄与物」、並びに機密であると表示されており
若しくは機密であると書面により明示的に指定
されており、又は当該情報の性質上、機密である
と合理的に理解されるべきその他一切の情報（有
形の情報か、電子的形態の情報か、口頭での情報
か、図形情報か、視覚的な形態の情報か、その他
の形態の情報かを問いません）であって、一方当
事者（以下「情報所有者」といいます）が相手方
（以下「情報受領者」といいます）に開示するも
のをいいます。以下に掲げるマテリアル又は情報
は、「機密情報」に含まれません： 
(i)「情報受領者」の作為又は不作為によらずに
公知のものとなっているマテリアル又は情報、 
(ii)本約款に基づく開示後に、当該情報を開示す
る権利を有する第三者から、開示に対する制限を
受けずに適法に受領されたマテリアル又は情報、 
(iii)「情報所有者」から受領するよりも前から
「情報受領者」が既に知っており、且つ、当該第
三者の守秘義務に違反して第三者から受領され
たものでないマテリアル又は情報、又は、 
(iv)「情報所有者」の「機密情報」を利用せずに
「情報受領者」が独自に開発したマテリアル又は
情報。 
「お客様側寄与物」とは、次のいずれかの条件に
該当する「知的財産」又は情報をいいます：(i)
「お客様」により若しくは「お客様」とともに作
成され、且つ、「稲畑側情報」を含んでおり、「稲
畑側情報」に基づいており、「稲畑側情報」のた
めに若しくは「稲畑側情報」の助けを借りて開発
されたか、又は「稲畑側情報」の変更若しくは改
良にあたる「知的財産」又は情報、あるいは(ii)
「稲畑側情報」と特定の関係があり、且つ、「お
客様」に所有権が帰属し若しくは「お客様」によ
って作成された、「稲畑側情報」とは無関係の「知
的財産」若しくは情報とは特定の関係 
がない「知的財産」又は情報。 
「引渡日」とは、「稲畑」が積出しのために運送
業者に「製品」の占有を移転する日、又は「お客
様」が「ソフトウェア」をダウンロードする日を
いいます。 
「ドキュメント」とは、(i) 「製品」に関する操

作指示及び性能仕様を記載しており、(ii)「K-T」
または「稲畑」が「製品」とともに「お客様」に
引き渡し、且つ、(iii) 「K-T」または「稲畑」
が「K-T」の「製品」の全ユーザーに広く提供す
る「K-T」または「稲畑」の情報マニュアルをい
います。 
「ハードウェア」とは、「お客様」に引き渡すこ
とを「稲畑」が承諾する有形の標準製品又はその
部品をいい、それに組み込まれている「ソフトウ
ェア」は除きますが、「K-T」または「稲畑」 の
「ハードウェア保守約款」に基づいて「K-T」ま
たは「稲畑」が引き渡すハードウェアリビジョン
版を含みます。 
「知的財産」とは、オブジェクトコード形式、ソ
ースコード形式若しくは組み込み型のコンピュ
ータプログラム若しくはルーチン（それが常駐し
ている媒体を問いません）、アルゴリズム、ノウ
ハウ、ハードウェア及び／又はソフトウェアの構
成（コンフィギュレーション）、発明、ドキュメ
ント、翻訳物、原文、その他の著作物、データ、
データベース、情報、意匠、実用新案、記号、ロ
ゴマーク、標章、名称、手順、プロセス、技術的
改良、その他の無形物、並びにかかる無形物のプ
ロトタイプ、サンプル、コピー、その他有形化さ
れたものをいいます。 
「稲畑 側情報」とは、(i)「製品」又はサービス
に関係のある一切の技術情報その他の情報（ドキ
ュメント、サービス案内、トレーニング用教材、
書面による指示、視覚的指示及び口頭での指示を
含みますが、これらに限りません）、並びに(ii)
「K-T」または「稲畑」に所有権が帰属し又は「K-T」
または「稲畑」が「お客様」に提供する一切の「知
的財産」をいいます。 
「製品」とは、「ハードウェア」、「ソフトウェ
ア」及び／又は「作業成果物」をいいます。 
「財産権」とは、著作権、マスクワーク、工業意
匠、商標、サービスマーク、商号、営業秘密及び
特許に関する権利、権原、所有権及び権益、並び
に「知的財産」に関するその他の権利（完全なも
のか否かを問いません）であって、世界のあらゆ
る法域又は国で認められている一切のものをい
います。 
「ソフトウェア」とは、保守約款に基づいて「K-T」
または「稲畑」が引き渡すソフトウェアリビジョ
ン版及びソフトウェアアップデート版を含め、
「お客様」に引き渡すことを「K-T」または「稲
畑」が承諾するオブジェクトコード形式、ソース
コード形式、組み込み型、その他の形式の標準コ
ンピュータプログラム及び電子的形態の「ドキュ
メント」をいいます。 
「第三者製品」とは、第三者によって製造された
製品であって、「K-T」および「稲畑」の名称、
ロゴマーク又は標章を冠していない一切の製品
をいい、以下に掲げるものを含み得ます（但し、
これらに限りません）：(i)「稲畑」が推奨し又
は引き渡す「製品」、並びに(ii)「稲畑」が引き
渡す「製品」の構成品（但し、かかる構成品が独
立品目として認めることができず、且つ、「稲畑」
の価格表、製品仕様書、
http://www.kla-tencor.com/products/browse.h
tmlにある「K-T」のウェブサイト、「ドキュメン
ト」又は「K-T」または「稲畑」のその他のドキ
ュメントにおいて独立品目として特定されてい
ない場合は除きます）。 
「作業成果物」とは、構成（コンフィギュレーシ
ョン）、コンピュータプログラム、その他の情報、
又はカスタマイズされたハードウェア、並びにこ
れらに関連して開発された「知的財産」を含め、
サービスの履行の結果として創造し若しくは「お
客様」に引き渡すことを「稲畑」が約諾し又はサ
ービスの履行の結果として「稲畑」が「お客様」
に対し意図的に引き渡す有形又は無形の一切の
成果物又は引渡物をいいます。 
 
２. 協力 
「お客様」は、「稲畑」がサービスを提供するた
めに必要であり又は「稲畑」が合理的に求めるす
べての情報、マテリアル及び協力を、適時に且つ
無償で「稲畑」に提供するものとします。前記が
制限されることなく、「お客様」は、「稲畑」の
サイト準備ガイドラインを遵守するものとしま
す。「お客様」が、「お客様」の負っている義務
のいずれかを遵守しなかった場合、「稲畑」は、
他のいかなる救済手段も制限されることなく、次
のことをすることができます：(i)「稲畑」によ

る履行を遅延又は停止し、且つ、その結果として
発生する一切の費用を「お客様」に請求すること、
並びに(ii)「稲畑」の担当者がサービスを履行し
得ないすべての日について、そのときどきに有効
な「稲畑」のタイム＆マテリアル料率（要請があ
ればこれをお知らせいたします）で算定した料金
を「お客様」に請求すること。「お客様」が、60 
日を超える期間にわたって履行、引渡し又は受入
れを遅延させた場合、(a)「稲畑」は、未収金の
全額を請求することができ、「お客様」は、未収
金の全額を直ちに支払うものとし、(b)「お客様」
は、払戻しを受ける権利を放棄したとみなされ、
(c)適用される保証期間が進行し始めるものとし
ます。 
 
３. 支払条件  
「稲畑」が別段の明示的定めをしない限り、見積
り又は請求されたすべての料金及び価格には、消
費税、源泉税、関税及びその他の公租公課、並び
に「お客様」が求める輸送及び特別梱包に係る料
金、保険料及び費用は含まれていません。これら
の料金及び費用は、「お客様」が支払又は償還す
るものとします。源泉税が適用される場合、「お
客様」は、源泉後「稲畑」が請求した金額を満額
受け取れるように、源泉分の金額を請求金額に上
乗せするものとします。「稲畑」がすべての金額
をその支払期日に受領しなかった場合には、(I) 
1 ケ月当たり1.5パーセントと法律上許容される
最高利率のうちいずれか低い方の利率で算定し
た遅延利息が料金の未払分に付されるものとし、
(II)「稲畑」は、引渡し、使用許諾及びサービス
の履行を直ちに停止することができます。「稲畑」
の求めがあれば、「お客様」は、「稲畑」にとっ
て合理的に承諾し得る条件の、金融機関からの取
消不能の信用状を、差し入れるものとします。 
 
４. 権利侵害に係る補償 
4.1 補償 「引渡日」に「製品」が第三者の著作
権、営業秘密又は米国特許を侵害している場合、
「稲畑」は、「製品」に関して「お客様」に対し
提起されるすべての侵害請求から「お客様」を防
禦し、且つ、かかるすべての侵害請求について「お
客様」を補償します。但し、次の各号のすべてを
満たすことを条件とします：(i)「お客様」が当
該請求に初めて気づいた日から15 日以内に「お
客様」が「稲畑」に対し書面で通知すること、(ii) 
「お客様」が、当該請求を防禦し又は当該請求に
ついて和解する単独の権限並びに当該請求の防
禦又は和解に対する単独の指揮権を、「稲畑」の
費用負担にて「稲畑」に与えること、並びに(iii)
当該請求の防禦又は和解を処理するために「稲畑」
が要請する合理的なすべての情報及び援助を、
「お客様」が提供すること。 
4.2 是正措置 ある「製品」が第三者の権利を侵
害しており、又はある「製品」が第三者の権利を
侵害していることもあり得ると「稲畑」が合理的
に考える場合、「稲畑」はその単独の裁量で、次
のいずれかのことを自己の費用負担にて行うこ
とができます：(i)当該「製品」を使用し続ける
権利を「お客様」のために取得すること、(ii)
当該「製品」が第三者の権利を侵害しなくなるよ
う、当該「製品」を交換若しくは改変すること、
又は(iii)当該「製品」の返品と引き替えに、当
該「製品」について「お客様」が支払った金額を
払い戻すこと。 
4.3 除外事項「稲畑」は、以下に掲げるいずれか
の事項を根拠とする権利侵害請求については、補
償義務を負わないものとします：(i)「K-T」また
は「稲畑」以外の者によって改変されている「製
品」（当該改変が「K-T」または「稲畑」により
書面にて指図され、且つ、「K-T」または「稲畑」
の仕様又は指示のすべてを遵守して行われた場
合を除きます）、(ii)「お客様」の求め、仕様又
は指示に従って「K-T」または「稲畑」が作成又
は改変した「製品」、(iii)「K-T」または「稲畑」
が書面をもって明示的に推 
奨していないハードウェア、ソフトウェア若しく
はマテリアルとともに、又は「K-T」または「稲
畑」が書面をもって明示的に推奨していない方法
で「お客様」が使用する「製品」、(iv)最新バー
ジョンでないバージョンの「製品」（但し、「K-T」
または「稲畑」が「お客様」に提供にしている最
新バージョンの「製品」が使用されたならば当該
侵害が回避できたであろう場合に限ります）、(v) 
第三者又は「第三者製品」が招いた侵害、(vi)
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「お客様」が「引渡日」に了知していた又は了知
していたはずである、特許その他の権利の侵害
（「K-T」または「稲畑」も当該侵害を了知して
いたはずであり、且つ、「K-T」または「稲畑」
が「お客様」への通知をしなかった場合は除きま
す）。 
4.4 「お客様」による補償 「お客様」は、前項
で定める状況において「稲畑」に対し提起される
すべての侵害請求から「稲畑」を防禦し、且つ、
かかるすべての侵害請求について「稲畑」を補償
するものとします。但し、次のことを条件としま
す：(i)「稲畑」が当該請求に初めて気づいた日
から15 日以内に「稲畑」が「お客様」に対し書
面での通知をすること、(ii) 「稲畑」が、当該
請求を防禦し又は当該請求について和解する単
独の権限並びに当該請求の防禦又は和解に対す
る単独の指揮権を、「お客様」の費用負担にて「お
客様」に与えること、並びに(iii)当該請求の防
禦又は和解を処理するために「お客様」が要請す
る合理的なすべての情報及び援助を、「稲畑」が
提供すること。 
4.5 限定 「稲畑」は、「製品」を使って製造さ
れた物品の数量若しくは価額又は「製品」の使用
量に直接又は間接に基づいて主張又は裁定され
た損害賠償金を支払うべき責任を負わないもの
とします。「稲畑」の補償義務に関連して「稲畑」
が負う全責任は、いかなる場合でも、次のうちい
ずれか高い方の金額を超えないものとします：
(I)権利侵害にあたる「製品」の対価として「お
客様」が支払ったか又は支払うべき金額の2倍に
相当する金額、又は(ii)200 万米ドル。本条は、
第三者が有する「財産権」の侵害について「稲畑」
が負う全責任、及びかかる侵害について「お客様」
に与えられる唯一の救済を定めています。 
 
５. 責任の限定 
5.1 限定 いずれの当事者も、付随的損害、特別
損害、間接損害、偶発的損害、収益若しくは収入
の逸失、データの喪失又は保険の費用についての
賠償責任を、いかなる場合でも負わないものとし
ます。製品若しくはサービスから生じ又は製品若
しくはサービスに関連して生じた賠償請求につ
いて「稲畑」が負う責任は、当該損害を主として
招いた製品又はサービスの対価として「お客様」
が支払った又は支払うべき代金にあたる合計額
を超えないものとします。いずれの当事者が負う
責任も、いかなる場合でも、合計100 万米ドルを
超えないものとします。 
5.2 適用範囲 前項（限定）に定める責任の限定
は、契約、不法行為（過失を含みますが、これに
限りません）又はその他の法理から生じたかを問
わず、また、責任理論にかかわらず、一切の損害
に適用されるものとし、当該損害の生じる可能性
が当事者に通知されていた場合であっても一切
の損害に適用されるものとし、且つ、この「総合
約款」又は個々の製品に固有の約款のもとで当事
者が受けることのできる限定的救済が、その基本
的目的を達し得ないか否かにかかわらず、一切の
損害に適用されるものとします。前項（限定）に
定める責任限定は、本「契約」上の補償義務、守
秘義務又は法令の遵守義務に関しては適用され
ないものとします。 
 
６. 情報 
6.1 秘密保持 「情報受領者」は、自己の機密情
報を保護するために自己が払うのと同程度の注
意（但し、いかなる場合でも、合理的な注意に満
たない注意であってはなりません）を払って、「情
報所有者」の「機密情報」の秘密性を保持するも
のとします。「情報受領者」は次のことをしない
ものとします：(i)「情報受領者」が「契約」上
負っている義務を履行するために当該「機密情報」
を知っている必要があり、且つ、当該「機密情報」
を秘密扱いすべき非開示義務に拘束されている
自己の組織内の者に対して開示する以外に、「情
報所有者」の「機密情報」をいかなる者にであれ
開示すること、並びに(ii)「情報受領者」が負っ
ている義務の履行のため又は「情報受領者」が「契
約」上有する明示的権利の行使のために必要な場
合を除いて、「情報所有者」の「機密情報」を使
用すること。 
6.2 財産権 「お客様」は、すべての「稲畑 側情
報」及び「お客様側寄与物」を、「稲畑」が第6 条
における「情報所有者」である「機密情報」とし
て取り扱うものとします。「お客様」は、「お客

様側寄与物」を「稲畑」と共有すべき義務を負わ
ないものとし、「お客様」の単独の裁量で、(i)
「お客様側寄与物」を秘密にしておくことも、
(ii)「お客様側寄与物」を「稲畑」に開示するこ
ともできます。但し、ある特定の「お客様側寄与
物」に対する特定の権利を保持することを「お客
様」が希望する場合には、「お客様」がその旨を
「稲畑」に通知し、且つ、かかる状況のもとで「お
客様」が開示をすることを「稲畑」が希望すると
いうことを「稲畑」が「お客様」に対し書面で確
認するまでは、「お客様」は、当該「お客様側寄
与物」を「稲畑」に開示しないものとします。「お
客様」が、かかる通知及び「稲畑」からの書面で
の確認なしに「お客様側寄与物」を（例えばフィ
ードバックの提案若しくはメンテナンス若しく
は改良の求めに関連して）「稲畑」に開示し、又
は（例えば「稲畑」の書面による許可を得て若し
くはこの「総合約款」に違反して）第三者に開示
する場合には、「お客様」は、かように開示され
る「お客様側寄与物」に対する権原、所有権並び
にすべての権利及び利益（すべての「財産権」を
含みますが、これに限りません）を、法律上許さ
れる最大限度まで「稲畑」に譲渡するとの撤回不
能の承諾をし、また、「お客様」は、法律上許さ
れる最大限度まで、かかる権原、所有権、権利及
び利益を「稲畑」に対しここに譲渡します。かか
る譲渡にもかかわらず、「お客様」は、「契約」
の定めるすべての制限及び制約のもとに、「稲畑」
から受領した「稲畑 側情報」と同一の用法です
べての「お客様側寄与物」を内部使用することが
できます。この「総合約款」に又は適式に署名さ
れた書面に別段の明示的定めがある場合を除き、
「稲畑」は、「K-T 側情報」及び「お客様側寄与
物」に対するすべての権利を留保します。 
 
6.3 返却 「機密情報」が「契約」上の義務の履
行又は「契約」上の権利の行使に必要でなくなっ
たときには、「情報受領者」は、「情報所有者」
の書面での要請があれば、すべての「機密情報」
及びその一切の写しを速やかに破棄又は返却し
なければなりません。「情報受領者」は、「情報
所有者」からの要請を受けた後30日以内に本項を
遵守していることの証明書を提出することに同
意します。 
 
７. 準拠法の選択及び仲裁  
「契約」及び関連する両当事者間の一切の紛争
（以下「紛争」といいます）は、法の抵触に関す
る原則を除き、また、国際物品売買契約に関する
国連条約（CISG）を除き、日本法に準拠するもの
とします。すべての「紛争」は、仲裁法及び日本
商事仲裁協会（JCAA）の商事仲裁規則に従って選
定された3 名の仲裁人の面前での、同規則に従い、
英語で、日本国東京で行われる拘束力ある仲裁に
より、終局的に解決されるものとし、仲裁人は、
いずれかの当事者の求めがあれば、事実問題に関
する裁定根拠及び法律問題に関する裁定理由を
記載した意見書を英語で提出するものとします。
かように選定された仲裁人は、仲裁適格の有無の
問題について判断を下す権限を有するものとし
ます。仲裁人は、補償的損害賠償金のみを裁定す
る権限を有するものとし、懲罰的損害賠償金を裁
定してはなりません。両当事者、その代表者、そ
の他の仲裁参加者及び仲裁人は、仲裁裁判の存在、
主題及び結果を秘密にしておくものとします。上
記にかかわらず、いずれの当事者もその単独の裁
量で、一切の管轄裁判所において仮差押及び仮処
分を申し立てることができます。「紛争」におい
て一方当事者が他方当事者を相手取って提起し
た法的手続において勝訴した側の当事者は、自己
に発生した争訟費用（訴訟手続又は仲裁手続の費
用及び合理的な弁護士報酬を含みますが、これら
に限りません）を回収することができるものとし
ます。 
 
８. 雑則 
8.1 法令の遵守 各当事者は、米国の輸出管理法
規を含め、適用されるすべての法律を遵守するも
のとします。「お客様」は、米国政府及び外国政
府の承認なしに「製品」又は「稲畑 側情報」を
輸出又は再輸出してはならず、「お客様」は、「お
客様」による輸出管理法規の違反から生じる一切
の訴えから「稲畑」及び「K-T」を防護し、且つ、
かかる一切の訴えについて「稲畑」及び「K-T」
を免責・補償するものとします。 

8.2 書面形式 一切の通知、及び「契約」の一切
の変更又は改定は、以下に掲げる条件が満たされ
ていない限り無効であるものとします：(i)通知
が書面でなされ、且つ、ファクス又は料金前払い
の書留郵便若しくは配達証明郵便で送付される
こと、並びに(ii)変更又は改定が書面でなされ、
且つ、適式に授権された両当事者の代表者によっ
て署名されること。「稲畑」の販売担当者又は技
術担当者によってなされた表明は、適式に授権さ
れている「稲畑」の役員により書面をもって追認
されない限り、法的効力を有さないものとします。
さらに、「稲畑」への通知は、この「総合約款」
の前文に記載する住所又は「稲畑」が通知の宛先
として「お客様」に対し書面をもって指定したそ
の他の住所において受領されない限り無効です。 
8.3 日付及び日程 別段の明示的定めがない限り、
日付に関する記述はすべて暦日とします。ある特
定の日が法的拘束力を有することに、適式に授権
されている「稲畑」の代表者が、適式に署名され
た書面において明示的に同意しない限り、積出し
予定日、引渡し予定日、その他の予定日はすべて、
拘束力のないおおよその期日です。 
8.4 権利放棄の不成立 いずれかの当事者がいず
れかの権利又は請求権を行使若しくは実行せず、
又は行使若しくは実行が遅れても、適式に授権さ
れている代表者によって署名された明示的放棄
書を当該当事者が発行しない限り、かかる不行使
若しくは不実行、又は行使遅延若しくは実行遅延
は、当該権利又は当該請求権の放棄にあたらず、
また、当該権利又は当該請求権をその後に実行又
は行使することのできる当該当事者の権利に影
響しないものとします。 
8.5 譲渡及び委任 「お客様」は、「稲畑」に対
する「お客様」の権利を譲渡することができませ
ん。任意の譲渡か法令の適用による譲渡かにかか
わらず、（なされたとされる）いかなる譲渡も、
「稲畑」が書面による事前の同意をしていない限
り無効です。「稲畑」によって与えられる一切の
保証は、(i)移転不能であり、「お客様」のみの
利益となるものであり、(ii)保証の対象とされる
「製品」を「お客様」が第三者に再販売又は譲渡
する場合には、直ちに失効するものとします。「稲
畑」は、「稲畑」が有する権利を譲渡し、「稲畑」
が負担している義務を委任することができます。 
8.6 支払不能 いずれかの当事者が(i)支払不能
になり、(ii)事業活動を停止し、又は(iii)自己
破産申立てをし若しくは破産を申し立てられた
（但し、申立てが30日以内に却下されなかった場
合に限ります）場合には、相手方は、一切の注文
の未履行部分を違約罰なしに直ちに取り消すこ
とができます。 
8.7 不可抗力 ストライキ、火災、洪水、政府機
関による措置、命令若しくは制限、サプライヤー
の懈怠、又は義務の不履行若しくは履行遅延のあ
る側の当事者の合理的支配が及ばないその他の
理由（前記の事由に類似するか否かを問いません）
により義務の履行が不能になり又は遅延した場
合には、いずれの当事者の不履行又は履行遅滞も
免責されるものとします。但し、支払義務につい
てはこの限りでありません。「製品」を「稲畑」
に供給する業者が、かかる不可抗力事由によって
限定される場合、「稲畑」は、利用できる供給高
を、適当だと「稲畑」がその単独の裁量で判断す
る方法で配分する権利を有するものとします。本
項を理由に停止され又は履行されない納入は、責
任の発生を伴わずに取り消されるものとします。
但し、納入済み「製品」についての支払義務は影
響を受けす存続するものとします。 
8.8 可分性 書面による「契約」中のいずれかの
規定が、適用法令のもとで全部又は一部が違法、
無効又は執行不能であると判断された場合、当該
規定又はその該当部分は、それが違法、無効又は
執行不能である法域に関しては、それが違法、無
効又は執行不能である範囲で効力を有さないも
のとし、また、当該規定又はその該当部分は、両
当事者の意図に沿って最大限の効力を与えられ
るよう、法令に適合させるために必要な範囲で修
正されるものとみなされます。当該規定が当該法
域で違法、無効又は執行不能であることは、「契
約」中の他の規定の、他の法域における適法性、
有効性又は執行可能性に対し、いかなる影響も及
ぼさないものとします。 
 


